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一
四

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
号

　
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　
令
和
五
年
六
月
二
十
七
日

�

宮
城
県
知
事
　
　
村
　
　
井
　
　
嘉
　
　
浩
　
　
　

実
施
年
月
日

実
　
施
　
区
　
域

検
査
受
付
時
間

実
施
の
場
所

令
和
五
年

八
月
一
日

柴
田
町

全

域

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

槻
木
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　
同

八
月
七
日

大
河
原
町

全

域

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

大
河
原
町
役
場
北
側
車
庫

　
同
八
月
八
日

大
河
原
町

全

域

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

大
河
原
町
役
場
北
側
車
庫

　
同
八
月
二
十
三
日

七
ヶ
浜
町

全

域

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
一
時
三
十
分
ま
で

七
ヶ
浜
町
役
場

　
同
八
月
二
十
五
日

村
田
町

全

域

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

村
田
町
民
体
育
館

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
下
福
田
・
新
田
地

区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

　
な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
五
年
六
月
二
十
七
日

�

宮
城
県
知
事
　
　
村
　
　
井
　
　
嘉
　
　
浩
　
　
　

一
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

　
　
令
和
五
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
二
十
六
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

　
　
東
松
島
市
役
所
本
庁
舎
及
び
鳴
瀬
庁
舎

監
査
委
員

発　　　　行
宮 城 県
（総務部県政情報・文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話�022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
14号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
、

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
14項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
27日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
髙
　
　
橋
　
　
伸
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
渡
　
　
辺
　
　
忠
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
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１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
令
和
５
年
３
月
24日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
29日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
大
河
原
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
、
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、

更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�71,905,698円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
203,294,239円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
275,199,937円

　
　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�75,180,524円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
215,648,384円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
290,828,908円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
個
人
の
道
府
県
民
税
の
賦
課
徴
収
は
、
地
方
税
法
第
41条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
の
個
人
の
市
町

村
民
税
の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
賦
課
徴
収
と
併
せ
て
行
い
、
市
町
村

が
同
法
第
42条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
税
法
施
行
令
第
８
条
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
道
府
県

民
税
と
市
町
村
民
税
の
額
に
案
分
し
て
当
該
道
府
県
民
税
相
当
額
を
道
府
県
に
払
い
込
む
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
収
入
未
済
額
の
８
割
を
占
め
る
個
人
県
民
税
の
徴
収
に
つ
い
て
同
法
第
48条
の
規
定
に
基

づ
く
所
謂
直
接
徴
収
の
場
合
を
除
き
県
は
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、各
市
町
の
徴
収
状
況
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

　
　
　
�　
そ
の
他
の
税
目
に
つ
い
て
は
、
病
気
や
失
業
、
収
入
の
減
少
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
る
も
の
、
税
務

署
の
調
査
に
よ
り
過
去
数
年
分
に
亘
る
修
正
の
影
響
に
よ
る
も
の
等
、
諸
々
の
理
由
に
よ
り
納
付
に
至
ら
な

か
っ
た
も
の
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
48条
に
基
づ
き
２
市
３
町
の
徴
収
困
難
事
案
を
引
受
け
て
直
接
徴

収
を
実
施
し
た
ほ
か
、
県
税
還
付
金
情
報
提
供
に
よ
る
差
押
の
支
援
な
ど
滞
納
整
理
を
推
進
し
た
。

　
　
　
�　
そ
の
他
の
税
目
に
つ
い
て
は
、
預
貯
金
や
給
与
な
ど
に
加
え
各
種
債
権
に
幅
広
く
差
押
を
執
行
し
た
。
大

口
・
長
期
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は
、
検
討
会
を
開
催
し
て
整
理
状
況
を
共
有
し
、
処
理
方
針
を
定
め
て
対
応
し

た
。

　
　
　
�　
こ
の
ほ
か
、
資
力
が
十
分
で
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
滞
納
処
分
の
執
行
停
止
な
ど
納
税
の
緩
和
措
置
を
適

用
し
、
適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
「
第
６
次
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
及
び
「
令
和
４
年
度
県
税
事
務
運
営
」
に
基
づ
き
収
入
未

済
額
の
縮
減
と
税
収
の
確
保
に
努
め
る
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
取
組
の
ほ
か
、
共
同
催
告
の
実
施
や
研
修
会
の
開
催
な
ど
に
よ
り
市
町

の
滞
納
整
理
を
支
援
す
る
。

　
　
　
�　
そ
の
他
の
税
目
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
に
加
え
財
産
調
査
に
早
期
着
手
す
る
こ
と
で
整
理
を
促
進

す
る
。

　
⑵
　
仙
台
北
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
、
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、

更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�93,393,198円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
163,352,552円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
256,745,750円

　
　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
238,950,118円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
171,685,216円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
410,635,334円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
納
期
限
ま
で
に
一
括
納
付
で
き
な
い
滞
納
者
の
個
々
の
事
情
に
よ
る
事
案
や
財
産
調
査
を
実
施
し
て
も
差
押

可
能
な
財
産
の
な
い
徴
収
困
難
事
案
に
よ
り
収
入
未
済
が
生
じ
た
も
の
。
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＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
�　
収
入
未
済
額
の
約
３
割
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
自
ら
の
徴
収
努
力
に
加
え
、
市
町
村

と
の
併
任
制
度
を
活
用
し
た
実
働
組
織
「
チ
ー
ム
Ｔ
．Ｏ
．Ｔ
．Ｏ
」
に
よ
る
共
同
催
告
や
訪
宅
等
に
よ
る
滞
納

整
理
に
取
組
ん
だ
結
果
、
こ
の
10年
間
で
約
２
億
円
か
ら
約
７
千
万
円
ま
で
縮
減
し
て
い
る
。
引
き
続
き
、
当

該
組
織
に
よ
る
市
町
村
と
の
連
携
・
協
働
に
よ
り
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
�　
ま
た
、
収
入
未
済
額
の
約
７
割
を
占
め
る
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
か
つ
早
期
の
各

種
財
産
調
査
に
よ
る
納
税
資
力
の
把
握
に
努
め
、
納
税
資
力
に
応
じ
た
差
押
え
中
心
の
滞
納
処
分
と
納
税
緩
和

措
置
を
使
い
分
け
た
滞
納
整
理
に
取
組
ん
だ
結
果
、
こ
の
10年
間
で
約
５
億
円
か
ら
約
２
億
円
ま
で
縮
減
し
て

い
る
。
令
和
４
年
度
に
お
い
て
も
差
押
え
中
心
の
滞
納
処
分
に
力
を
注
ぎ
、
令
和
５
年
３
月
末
現
在
で
、
差
押

件
数
574件

（
前
年
比
250件

増
）、
差
押
税
額
63,618千

円
（
前
年
比
40,080千

円
増
）
で
、
収
入
未
済
額
も
前

年
同
月
比
で
約
35,000千

円
縮
減
し
た
。
引
き
続
き
、
納
税
資
力
を
早
期
に
把
握
し
、
滞
納
処
分
と
納
税
緩
和

措
置
を
使
い
分
け
な
が
ら
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
く
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
地
方
税
法
等
に
定
め
ら
れ
た
滞
納
処
分
や
納
税
緩
和
措
置
を
講
じ
、
引
き
続
き
、
粘
り
強
く
滞
納
整
理
を
行

い
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
る
。

　
⑶
　
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
需
用
費
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上

の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
特
殊
ガ
ス
購
入
代
金
（
令
和
３
年
６
月
分
及
び
７
月
分
）
に
つ
い
て
、
支
払
遅
延
防
止
法
に
規
定
す
る
支

払
時
期
を
超
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
６
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
72,897円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
担
当
職
員
が
長
期
の
病
気
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
事
務
の
十
分
な
引
継
ぎ
が
行
わ
れ
ず
、
支

払
事
務
に
漏
れ
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
�　
担
当
職
員
の
復
帰
後
、
未
支
出
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
た
た
め
、
速
や
か
に
処
理
を
行
っ
た
が
、
支
払
遅
延

防
止
法
に
規
定
す
る
支
払
時
期
を
最
大
で
100日

超
過
し
た
も
の
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
未
支
出
案
件
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
個
人
保
管
と
せ
ず
、
所
定
の
場
所
に
ま
と
め
て
保
管
す
る
こ
と
に
よ
り
、

目
に
見
え
る
形
で
支
払
い
状
況
を
班
内
で
共
有
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
定
期
的
に
管
理
職
が
当
該
場
所
を

確
認
し
処
理
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
の
う
え
組
織
と
し
て
確
認
を
行
い
再
発

防
止
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

　
⑷
　
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
児
童
養
護
施
設
等
入
所
負
担
金
の
徴
収
事
務
に
お
い
て
、
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再

発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
児
童
養
護
施
設
等
入
所
負
担
金
は
、
国
の
徴
収
金
基
準
額
表
に
準
じ
て
県
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
を
定

め
て
こ
れ
に
よ
り
徴
収
し
て
い
る
が
、
国
の
改
正
に
伴
う
県
施
行
細
則
の
改
正
を
長
期
に
わ
た
り
行
っ
て
い

な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
�　
こ
れ
に
よ
り
、
県
施
行
細
則
が
改
正
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
、
徴
収
済
負
担
金
の
一
部
に
誤
り
が
生
じ
て
い

た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
期
間

　
　
　
　
　
　
⑴
　
障
害
児
入
所
施
設
　
令
和
元
年
６
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
30日
ま
で

　
　
　
　
　
　
⑵
　
児
童
養
護
施
設
　
　
令
和
元
年
７
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
６
月
30日
ま
で

　
　
　
　
　
・
件
数
及
び
金
額

　
　
　
　
　
　
⑴
　
減
額
と
な
る
も
の
　
件
数
　
21件
　
金
額
　
1,686,808円

　
　
　
　
　
　
⑵
　
増
額
と
な
る
も
の
　
件
数
　
５
件
　
金
額
　
��192,800円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
　
国
の
法
令
等
の
改
正
に
伴
う
対
応
に
つ
い
て
、
課
内
及
び
班
内
の
共
有
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
�　
ま
た
、
担
当
班
に
お
い
て
、
国
の
改
正
内
容
の
理
解
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
児
童
虐
待
相
談
件
数

の
増
加
や
児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
の
発
生
な
ど
児
童
虐
待
防
止
に
係
る
業
務
量
の
増
加
に
よ
り
、
多
忙
な

状
況
の
中
で
、
組
織
的
な
チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
　
県
施
行
細
則
を
改
正
し
、
改
正
後
の
施
行
細
則
に
基
づ
き
入
所
負
担
金
の
再
認
定
を
行
っ
た
。

　
　
　
�　
対
象
者
に
は
、
長
期
に
わ
た
り
徴
収
済
負
担
金
に
誤
り
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
謝
罪
す
る
と
と
も
に
、
過
誤

徴
収
者
へ
の
返
還
処
理
と
追
加
納
付
依
頼
を
行
っ
た
。
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＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
管
理
監
督
職
員
が
、
地
方
公
共
団
体
と
厚
生
労
働
省
の
共
有
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
国
の
通
知
等
に
つ
い
て
適

宜
確
認
を
行
い
、
内
容
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
進
行
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
�　
ま
た
、
規
則
の
改
正
に
関
す
る
手
順
を
改
め
て
整
理
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
関
係
機
関
を
含
め
た
組
織
全

体
で
の
共
有
と
複
数
の
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
の
徹
底
に
よ
り
、
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
⑸
　
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
に
お
い
て
、
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に

向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
15,950,685円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
51,797,040円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
67,747,725円

　
　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
11,950,729円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
44,653,914円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
56,604,643円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
生
活
保
護
扶
助
費
に
つ
い
て
は
、
公
的
年
金
等
の
遡
及
受
給
や
就
労
収
入
等
の
収
入
未
申
告
に
よ
っ
て
生
じ

た
保
護
費
の
過
払
い
（
生
活
保
護
法
第
63条
、
第
78条
に
基
づ
く
も
の
）
で
あ
る
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
・
�納
入
期
限
を
超
過
し
て
い
る
被
保
護
者
に
対
し
て
、
督
促
状
を
送
付
し
納
付
促
進
に
努
め
た
。
令
和
４
年
度

督
促
状
発
出
実
績
477件

　
　
　
・
保
護
受
給
中
の
者
に
は
地
区
担
当
員
が
家
庭
訪
問
時
等
に
早
期
納
入
に
つ
い
て
指
導
を
実
施
し
た
。

　
　
　
・
�収
入
申
告
義
務
に
つ
い
て
、
新
規
ケ
ー
ス
は
初
回
訪
問
時
に
、
継
続
ケ
ー
ス
は
年
度
当
初
の
最
初
の
訪
問
時

に
周
知
徹
底
し
て
い
る
。
ま
た
、
該
当
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
に
は
相
続
人
に
対
し
て
納
入
依
頼
を
行

な
っ
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
収
入
未
済
額
の
縮
減
及
び
新
た
な
未
済
額
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
の
方
策
と
し
て
以
下
に
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
１
　
収
入
未
済
額
縮
減
に
向
け
た
取
組

　
　
　
　
・
�納
入
が
滞
っ
て
い
る
納
入
義
務
者
に
対
し
、
家
庭
訪
問
時
に
納
入
通
知
書
を
直
接
手
渡
し
、
納
入
義
務
を

再
認
識
さ
せ
、
適
宜
履
行
延
期
の
特
約
等
承
認
の
申
請
に
よ
る
分
納
を
提
案
す
る
な
ど
、
被
保
護
者
が
納

入
し
や
す
い
方
法
を
指
導
し
確
実
な
納
付
に
結
び
つ
け
る
よ
う
に
す
る
。

　
　
　
　
・
�債
権
者
一
覧
表
と
財
務
シ
ス
テ
ム
か
ら
出
力
さ
れ
る
収
入
未
済
一
覧
表
と
照
合
し
な
が
ら
該
当
者
に
対
す

る
督
促
を
確
実
に
実
施
す
る
。

　
　
　
　
・
�未
収
債
権
回
収
強
化
月
間
を
定
め
、
通
常
の
督
促
状
の
ほ
か
廃
止
ケ
ー
ス
等
で
回
収
が
困
難
と
思
わ
れ
る

者
に
対
し
て
所
要
の
調
査
（
死
亡
者
の
相
続
人
特
定
・
相
続
財
産
の
有
無
、
行
方
不
明
者
に
係
る
戸
籍
照

会
等
）
を
実
施
し
た
上
で
催
告
書
を
送
付
す
る
。
ま
た
、
回
収
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
等
に
つ
い

て
は
、
必
要
に
応
じ
て
幹
部
職
員
の
同
行
等
、
事
務
所
と
し
て
の
対
応
を
検
討
し
て
い
く
。

　
　
　
２
　
未
然
防
止
に
向
け
た
取
組

　
　
　
　
・
�家
庭
訪
問
時
に
被
保
護
者
へ
の
収
入
申
告
義
務
や
他
法
活
用
等
の
保
護
制
度
の
周
知
徹
底
を
図
り
、
就
労

収
入
の
申
告
漏
れ
や
各
種
年
金
受
給
手
続
遅
れ
等
に
よ
る
返
還
金
発
生
を
抑
止
す
る
。
ま
た
、
査
察
指
導

員
は
処
理
の
指
導
及
び
進
捗
管
理
を
台
帳
に
よ
り
管
理
し
て
、
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
幹
部
職
員
は
進
捗

状
況
を
適
時
把
握
し
、
未
収
債
権
発
生
防
止
を
図
る
。

　
⑹
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
雑
入
（
過
誤
払
返
納
金
）
に
お
い
て
、
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講

じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
生
活
保
護
扶
助
費
過
誤
払
返
納
金
に
つ
い
て
、
６
か
月
以
上
の
調
定
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
66,180円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
生
活
支
援
担
当
（
生
活
保
護
債
権
管
理
担
当
）
に
お
い
て
、
適
切
な
時
期
に
行
う
べ
き
事
務
に
対
す
る
進
行

管
理
の
不
徹
底
に
よ
り
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
�　
財
務
シ
ス
テ
ム
か
ら
出
力
さ
れ
る
帳
票
と
生
活
保
護
債
権
管
理
台
帳
を
そ
の
都
度
照
合
し
確
認
す
る
な
ど
、

適
切
な
債
権
管
理
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞



（5）　令和５年６月27日　火曜日 第415号宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　
�　
令
和
３
年
度
に
改
め
て
調
定
を
行
い
、
収
入
と
し
て
整
理
し
た
。
ま
た
、
他
に
同
様
の
未
調
定
が
な
い
か
、

過
去
に
遡
っ
て
財
務
シ
ス
テ
ム
の
返
納
未
済
額
と
生
活
保
護
債
権
管
理
台
帳
の
未
済
額
、
生
活
保
護
の
返
納
決

議
書
等
の
関
係
書
類
を
照
合
し
、
確
認
を
行
っ
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
定
期
的
に
出
力
さ
れ
る
財
務
帳
票
に
つ
い
て
は
、
所
内
会
計
担
当
が
出
力
の
都
度
事
業
担
当
に
手
渡
し
す
る

こ
と
で
見
え
る
化
・
共
有
化
し
、
事
業
担
当
（
生
活
保
護
債
権
担
当
）
が
債
権
管
理
台
帳
や
分
納
管
理
表
を
時

点
修
正
し
な
が
ら
未
済
額
を
照
合
確
認
し
、
そ
の
内
容
を
所
内
共
有
す
る
こ
と
で
、
適
時
か
つ
適
切
な
債
権
管

理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
生
活
保
護
業
務
の
年
間
計
画
表
の
中
に
、
６
月
の
定
例
事
務
処
理
と
し
て
出

納
閉
鎖
後
の
返
納
未
済
額
の
収
入
調
定
（
歳
入
組
入
れ
）
を
盛
り
込
み
、
担
当
が
異
動
し
て
も
、
必
ず
行
う
定

例
的
な
事
務
と
し
て
処
理
が
行
え
る
よ
う
整
理
し
た
。

　
⑺
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
委
託
契
約
に
お
い
て
、
引
き
続
き
予
定
価
格
を
定
め
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な

い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
予
定
価
格
調
書
の
作
成
を
省
略
で
き
る
少
額
の
委
託
契
約
に
つ
い
て
、
予
定
価
格
を
定
め
て
い
な
か
っ
た

も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
業
務
名
　
結
核
接
触
者
健
康
診
断
及
び
結
核
登
録
者
に
対
す
る
管
理
検
診
業
務

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
本
事
案
に
つ
い
て
は
、
会
計
指
導
検
査
指
摘
事
項
に
つ
い
て
の
所
内
共
有
事
項
の
未
周
知
、
施
行
伺
作
成
の

際
に
お
け
る
知
識
不
足
及
び
確
認
不
足
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
財
務
規
則
第
108条

第
１
項
の
規
定
に

よ
り
予
定
価
格
調
書
の
作
成
を
省
略
す
る
場
合
は
、
同
規
則
の
運
用
に
つ
い
て
第
108条

関
係
４
に
よ
り
、
施

行
伺
に
予
定
価
格
が
記
載
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
結
核
接
触
者
健
康
診
断
及
び
結
核
登
録
者
に
対
す
る
管
理
検
診

業
務
に
お
い
て
、令
和
２
年
度
に
引
き
続
き
令
和
３
年
度
分
に
つ
い
て
も
予
定
価
格
の
記
載
が
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
　
―

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
こ
れ
ま
で
当
所
に
お
い
て
は
、
監
査
等
に
お
け
る
指
導
事
項
等
に
つ
い
て
周
知
措
置
を
図
っ
て
き
た
が
、
改

め
て
所
内
で
承
知
さ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
と
と
も
に
、
施
行
伺
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
資
料
に
よ
り
所
内
説

明
等
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
資
料
に
つ
い
て
決
裁
す
る
職
員
（
班
長
、
総
括
次
長
等
）
に
配
布
を
行
い
、
確
認

能
力
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　
⑻
　
仙
台
地
方
振
興
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
給
料
及
び
諸
手
当
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け

る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
及
び
諸
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
２
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
　
　
218,504円

　
　
　
　
　
・
支
給
定
日
　
令
和
３
年
８
月
20日

　
　
　
　
　
・
支
給
日
　
　
令
和
３
年
８
月
30日

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
給
与
の
支
払
い
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
取
扱
要
綱
第
８
条
第
２
項
に
お
い
て
、
原
則
、
勤
務
し
た
月
の
21

日
（
そ
の
日
が
休
日
、
土
曜
日
又
は
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
前
日
）
に
支
給
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
�　
財
務
シ
ス
テ
ム
上
は
、
こ
の
規
定
に
基
づ
き
支
払
の
調
定
を
起
こ
す
に
は
、
３
日
前
に
処
理
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
�　
し
か
し
、
当
水
産
漁
港
部
の
会
計
年
度
任
用
職
員
２
名
の
８
月
分
の
給
料
に
つ
い
て
、
支
給
さ
れ
て
い
な
い

と
話
が
あ
り
、
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
起
案
及
び
財
務
処
理
シ
ス
テ
ム
で
の
支
出
処
理
を
失
念
し
て
い
た
こ
と
が

判
明
し
た
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
�　
早
急
に
事
実
関
係
を
確
認
の
上
、
決
裁
及
び
財
務
処
理
シ
ス
テ
ム
で
支
払
手
続
き
を
実
施
し
、
会
計
年
度
任

用
職
員
の
２
名
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
同
年
８
月
30日
に
支
給
し
た
。

　
　
　
�　
ま
た
、
本
件
に
お
け
る
事
実
関
係
や
処
理
内
容
及
び
再
発
防
止
策
に
つ
い
て
、
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
総
務

部
総
務
班
や
出
納
局
会
計
指
導
検
査
室
の
指
導
を
受
け
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
①
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化

　
　
　
　
�　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
が
支
出
の
起
算
・
決
裁
後
、
財
務
処
理
シ
ス
テ
ム
で

支
払
手
続
を
行
っ
て
き
た
が
、
今
回
の
遅
延
は
、
担
当
者
任
せ
に
し
て
い
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
定
期
的
に
支
払
う
案
件
に
つ
い
て
、
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
共
通
基
盤
の
ス
ケ
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ジ
ュ
ー
ル
に
支
払
予
定
日
等
を
入
力
し
、
担
当
者
と
班
長
等
の
決
裁
権
者
が
情
報
を
共
有
し
、
複
数
職
員
に

よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
、
内
部
統
制
の
向
上
を
図
っ
た
。

　
　
　
②
所
内
で
の
周
知

　
　
　
　
�　
所
内
で
の
給
与
の
支
払
手
続
は
、
総
務
部
総
務
班
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
総
務
部
総
務
班
に

対
し
て
も
、
今
回
の
件
を
報
告
し
、
各
種
事
例
の
共
有
と
職
員
の
意
識
の
向
上
を
図
っ
た
。

　
⑼
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
委
託
契
約
に
お
い
て
、
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
履
行
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の

で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
完
了
検
査
に
つ
い
て
、
支
払
遅
延
防
止
法
に
規
定
す
る
検
査
の
時
期
を
超
過
し
、
か
つ
年
度
内
に
履
行
確

認
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
。

　
　
　
　
　
・
協
定
業
務
名
　
　
　
石
巻
線
鹿
又
・
曽
波
神
間
曽
波
神
排
水
路
新
設
工
事

　
　
　
　
　
・
業
務
完
了
報
告
書
収
受
年
月
日
　
令
和
３
年
３
月
11日

　
　
　
　
　
・
履
行
確
認
期
限
　
　
令
和
３
年
３
月
22日

　
　
　
　
　
・
検
査
検
収
年
月
日
　
令
和
３
年
４
月
１
日

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
当
該
工
事
委
託
は
、
所
内
に
お
け
る
進
捗
管
理
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
が
原
因
に
よ
り
、

年
度
内
の
工
事
完
了
が
難
し
い
と
判
断
し
予
算
の
繰
越
手
続
を
行
っ
て
い
た
工
事
が
年
度
内
に
完
了
し
た
た

め
、
完
了
検
査
を
翌
年
度
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
　
―

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
通
常
の
進
捗
管
理
に
加
え
、
定
期
的
に
実
施
す
る
「
部
内
施
工
計
画
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
に
お
い
て
、
複
数
に
よ

る
委
託
業
務
の
繰
越
有
無
、
完
成
予
定
日
の
確
認
を
徹
底
し
、
繰
越
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、
委
託
業
者
と

繰
越
に
関
す
る
協
議
・
調
整
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
作
成
す
る
な
ど
、
所
内
全
体
で
進
行
管
理
を
確
認
で
き
る
体
制

を
構
築
し
た
。

　
⑽
　
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
需
用
費
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上

の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
図
書
購
入
代
金
に
つ
い
て
、
支
払
遅
延
防
止
法
に
規
定
す
る
支
払
時
期
を
超
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
2,835円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
　
請
求
書
関
係
書
類
を
担
当
者
が
保
管
し
た
ま
ま
、
業
務
に
追
わ
れ
て
支
払
い
手
続
き
を
失
念
し
た
も
の
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
�　
請
求
書
受
理
日
か
ら
支
出
命
令
決
議
日
ま
で
、
１
件
690円

に
つ
い
て
は
約
７
か
月
後
、
１
件
2,145円

に
つ

い
て
は
約
２
か
月
後
に
支
出
処
理
し
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
購
入
契
約
に
あ
た
っ
て
の
見
積
書
徴
収
、
納
品
と
検
収
、
請
求
書
受
領
ま
で
の
進
行
管
理
に
つ
い
て
事
業
担

当
班
で
初
め
て
担
当
す
る
職
員
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
支
出
事
務
の
要
点
を
ま
と
め
、
所
内
周
知
を
図
っ
た
。

　
　
　
�　
そ
の
上
で
、
発
注
元
担
当
者
が
請
求
書
を
受
け
取
っ
た
ら
速
や
か
に
支
出
担
当
者
に
届
け
る
こ
と
、
支
出
担

当
者
は
請
求
書
を
一
定
の
場
所
に
保
管
し
、
複
数
の
目
で
支
払
状
況
の
進
捗
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　
　
　
�　
図
書
の
定
期
購
読
に
つ
い
て
は
購
入
か
ら
支
払
い
ま
で
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
再
整
備
し
て
、
支
払
い
遅
延

防
止
に
留
意
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
⑾
　
北
部
土
木
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
、
引
き
続
き
承
認
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
な
い
設
計
変
更
契
約
が
認
め
ら
れ
た
の

で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
・
工
事
名
　
令
和
２
年
度
社
道
Ａ
17－
201－

Ａ
01号
　
大
貫
道
路
改
良
工
事
（
改
良
）

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
起
工
額
の
30％
を
超
え
る
額
の
設
計
変
更
及
び
３
千
万
円
を
超
え
る
額
の
設
計
変
更
に
つ
い
て
は
、
事
前
の

承
認
が
必
要
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
３
千
万
円
を
超
え
る
額
へ
の
認
識
と
設
計
書
審
査
等
の
際
に
事
前
承

認
が
必
要
な
案
件
か
ど
う
か
の
チ
ェ
ッ
ク
が
不
足
し
て
い
た
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞



（7）　令和５年６月27日　火曜日 第415号宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　
�　
工
事
請
負
並
び
に
委
託
契
約
を
締
結
し
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
増
額
変
更
を
含
め
承
認
手
続
き
の
失
念
が
な

い
よ
う
再
確
認
を
行
っ
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
・
�建
設
工
事
に
係
る
設
計
変
更
事
務
取
扱
要
領
及
び
工
事
請
負
契
約
に
お
け
る
設
計
変
更
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に

よ
り
、
変
更
契
約
に
係
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
、
管
理
監
督
者
及
び
関
係
す
る
班
の
全
職
員
を
対
象
と
し
た

所
内
会
議
を
開
催
し
周
知
徹
底
を
図
っ
た
。

　
　
　
・
�事
業
担
当
班
の
チ
ェ
ッ
ク
に
加
え
契
約
担
当
班
に
お
い
て
も
確
認
し
た
う
え
で
、
変
更
契
約
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

　
　
　
・
�変
更
設
計
書
審
査
シ
ー
ト
及
び
チ
ェ
ッ
ク
表
は
、
設
計
書
に
添
付
し
複
数
人
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
体
制
と
し

た
。

　
⑿
　
東
部
土
木
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
道
路
占
用
料
に
お
い
て
、
調
定
誤
り
に
よ
り
不
徴
収
及
び
還
付
加
算
金
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後

再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
１
　
許
可
数
量
誤
り
に
よ
る
調
定
誤
り
に
よ
り
10万
円
以
上
の
不
徴
収
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
不
徴
収
額
　
570,898円

　
　
　
　
２
　
還
付
遅
延
に
よ
る
還
付
加
算
金
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
還
付
加
算
金
　
2,600円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
担
当
者
の
経
験
不
足
等
に
よ
る
誤
り
の
ほ
か
、
他
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
道
路
占
用
許
可
更
新
等
の
手
続
き
漏
れ
及
び
道
路
占
用
料
等
の
定
例
調
定
リ
ス
ト
記
載
漏
れ
、
減
免
率
誤

り
、
端
数
処
理
誤
り
等
を
原
因
と
し
た
調
定
誤
り
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
　
令
和
３
年
９
月
か
ら
令
和
４
年
１
月
ま
で
の
間
に
、
追
加
徴
収
及
び
還
付
の
処
理
を
行
っ
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
道
路
占
用
許
可
更
新
等
の
手
続
き
漏
れ
や
定
例
調
定
リ
ス
ト
へ
の
記
載
漏
れ
が
な
い
こ
と
や
道
路
占
用
料
等

の
算
定
額
と
根
拠
資
料
が
整
合
し
て
い
る
こ
と
を
、
複
数
人
で
確
認
す
る
と
と
も
に
、
４
月
の
定
例
調
定
に
お

い
て
、
人
事
異
動
に
よ
り
新
た
に
担
当
と
な
っ
た
者
で
も
事
務
を
適
正
に
処
理
で
き
る
よ
う
、
前
年
度
中
に
定

例
調
定
に
係
る
準
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
⒀
　
会
計
課
、
会
計
指
導
検
査
室

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
、
内
部
統
制
の
整
備
上
の
重
大
な
不
備
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
、
適
切
な

措
置
を
講
じ
た
上
で
、
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
１
�　
職
員
給
与
等
所
得
税
に
つ
い
て
、
長
期
間
に
わ
た
り
発
生
原
因
が
明
確
で
な
い
20,028,646円

の
不
足

額
が
生
じ
て
い
る
も
の
。
事
の
重
大
性
の
認
識
不
足
や
不
適
切
な
組
織
管
理
等
に
よ
り
、
当
該
事
案
に
係

る
対
応
が
適
切
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
。
ま
た
、
こ
の
間
、
歳
計
現
金
に
お
け
る
不
明
金
の
繰
り

越
し
な
ど
、
不
適
切
な
事
務
処
理
も
認
め
ら
れ
た
。

　
　
　
　
２
�　
教
育
庁
に
お
け
る
再
任
用
短
時
間
職
員
等
に
係
る
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
、
事
務
処
理
の
誤
り
に
よ
り

2,108,134円
の
余
剰
額
が
生
じ
て
い
る
も
の
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
　
所
得
税
に
つ
い
て
、
発
生
原
因
等
は
精
査
中
で
あ
る
。

　
　
　
�　
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
負
担
分
の
過
支
出
に
伴
い
、
歳
入
歳
出
外
現
金
に
保
管
し
て
い
る
本
人

負
担
分
か
ら
の
支
出
が
過
少
と
な
っ
た
こ
と
で
余
剰
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
　
所
得
税
の
不
足
に
つ
い
て
は
、
是
正
方
法
を
検
討
中
で
あ
る
。

　
　
　
�　
社
会
保
険
料
の
余
剰
に
つ
い
て
は
、
教
職
員
課
予
算
に
係
る
事
業
主
負
担
金
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
同
課
の
予
算
（
雑
入
）
に
戻
入
済
で
あ
る
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
不
足
の
発
生
原
因
等
は
精
査
中
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
ミ
ス
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
事
務
処
理
及
び
処
理

日
程
の
確
認
票
を
活
用
し
て
担
当
職
員
か
ら
管
理
職
員
ま
で
確
実
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
管
理
を
徹
底
し
て
い
く
こ

と
と
し
た
。
ま
た
、
問
題
発
生
後
、
組
織
的
な
対
応
が
と
ら
れ
な
い
ま
ま
不
適
切
な
状
態
が
長
期
間
続
い
て
き

た
こ
と
か
ら
、
速
や
か
な
解
決
が
求
め
ら
れ
る
問
題
が
管
理
職
員
と
の
間
で
共
有
さ
れ
、
組
織
的
な
対
応
が
な

さ
れ
る
よ
う
局
内
業
務
相
談
制
度
を
創
設
し
た
。

　
⒁
　
図
書
館

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
需
用
費
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上

の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。
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（
内
容
）

　
　
　
　
　
図
書
資
料
の
購
入
代
金
に
つ
い
て
、支
払
遅
延
防
止
法
に
規
定
す
る
支
払
時
期
を
超
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
17件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
1,041,229円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
発
注
担
当
班
と
支
払
い
担
当
班
に
お
い
て
、
図
書
資
料
の
発
注
や
納
入
の
状
況
等
に
つ
い
て
情
報
の
共
有
が

不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
支
出
関
係
書
類
の
確
認
が
遅
れ
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
�　
支
払
遅
延
と
な
っ
た
も
の
の
、
支
払
額
等
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
確
認
し
た
上
で
、
速
や
か
に
支
出
命
令
処

理
を
行
っ
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
発
注
額
や
執
行
済
額
、
予
算
執
行
率
を
定
期
的
に
情
報
共
有
し
、
担
当
者
間
で
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
未
払

い
の
有
無
等
の
確
認
を
徹
底
し
て
い
る
。
ま
た
、
支
出
帳
票
の
決
裁
を
す
る
際
に
支
出
命
令
確
認
の
期
限
日
を

記
載
し
た
付
箋
を
貼
付
し
、
各
決
裁
権
者
が
そ
の
期
日
を
意
識
し
て
処
理
す
る
よ
う
に
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
業

務
の
進
捗
状
況
を
班
内
で
共
有
し
、
必
要
に
応
じ
て
事
務
処
理
を
分
担
す
る
な
ど
、
業
務
が
滞
ら
な
い
よ
う
協

力
し
て
再
発
防
止
を
図
っ
て
い
く
。

　
⒂
　
美
術
館

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
報
酬
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上
の

不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
及
び
諸
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
　
　
125,912円

　
　
　
　
　
・
支
給
定
日
　
令
和
３
年
７
月
21日

　
　
　
　
　
・
支
給
日
　
　
令
和
３
年
８
月
19日

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
病
気
休
暇
（
Ｒ
３
．７
．１
～
８
．14）

を
取
得
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
の
令
和
３
年
７
月
分
の
報
酬
月
額

及
び
地
域
手
当
に
つ
い
て
、
本
来
７
月
支
給
時
は
満
額
支
給
と
し
、
翌
月
の
８
月
支
給
時
の
特
例
処
理
と
し
て

減
額
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
誤
っ
て
７
月
支
給
時
に
病
気
休
暇
分
を
減
額
し
て
し
ま
っ
た
も
の
。
病
気
休
暇
中
の

報
酬
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
質
疑
応
答
資
料
に
て
確
認
を
行
っ
た
が
、
非
常
勤
職
員
に
係
る
も
の
を
適
用

し
て
し
ま
っ
た
。
会
計
年
度
任
用
職
員
は
一
般
職
員
と
同
じ
取
扱
い
と
な
る
が
、そ
の
確
認
を
失
念
し
た
も
の
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
　
該
当
職
員
に
対
し
、
支
給
誤
り
に
係
る
経
緯
、
原
因
等
を
説
明
し
、
翌
月
の
追
給
処
理
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
令
和
４
年
度
の
内
部
統
制
に
お
い
て
「
会
計
年
度
任
用
職
員
関
係
支
出
の
誤
算
定
」
を
リ
ス
ク
設
定
し
て
お

り
、
そ
の
回
避
の
取
組
と
し
て
、
過
去
に
実
例
の
な
い
ケ
ー
ス
が
出
た
際
は
、
要
綱
要
領
の
確
認
や
担
当
課
へ

の
問
い
合
わ
せ
な
ど
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
副
担
当
者
に
よ
る
確
認
を
徹
底
し
、
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
⒃
　
美
術
館

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
委
託
料
に
お
い
て
、
所
得
税
の
延
滞
税
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に

お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
令
和
元
年
度
の
委
託
業
務
に
つ
い
て
、
所
得
税
の
納
付
遅
延
に
伴
い
延
滞
税
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
延
滞
税
　
1,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
個
人
事
業
主
に
対
し
支
払
う
報
酬
等
に
つ
い
て
、
源
泉
徴
収
の
上
税
務
署
に
納
付
す
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
れ
を

行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
延
滞
税
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
�　
原
因
と
し
て
支
出
決
議
を
行
っ
た
当
時
、
対
象
と
な
っ
た
個
人
事
業
主
に
屋
号
が
あ
っ
た
た
め
法
人
と
錯
誤

し
た
こ
と
で
源
泉
徴
収
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
。
そ
の
後
の
税
務
調
査
に
よ
っ
て
指
摘
を
受
け
、
後
の
処
理
と

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
納
付
遅
延
と
な
っ
た
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
　
令
和
３
年
10月
26日
に
実
施
さ
れ
た
税
務
調
査
に
よ
り
、
所
得
税
の
納
付
漏
れ
を
指
摘
さ
れ
た
。

　
　
　
　
そ
の
後
、
令
和
４
年
１
月
19日
に
納
付
漏
れ
と
な
っ
て
い
た
所
得
税
を
納
付
し
た
。

　
　
　
　
期
限
内
に
納
付
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
発
生
し
た
延
滞
税
は
令
和
４
年
３
月
31日
に
納
付
し
て
い
る
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
内
部
統
制
上
リ
ス
ク
と
し
て
の
設
定
は
し
て
い
な
い
が
、
再
発
防
止
に
向
け
た
リ
ス
ク
回
避
の
取
組
と
し

て
、
講
師
謝
金
等
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
支
出
科
目
に
関
わ
ら
ず
支
払
先
の
法
人
格
の
有
無
を
確
認
し
、
源
泉
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徴
収
の
要
否
確
認
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
払
出
遅
延
を
防
ぐ
た
め
支
出
命
令
決
議
書
と
歳
入
歳
出

外
現
金
受
入
決
議
書
を
同
時
に
作
成
・
決
裁
に
回
し
、
決
裁
後
は
払
出
の
漏
れ
を
防
ぐ
た
め
、
金
庫
内
の
専
用

の
ボ
ッ
ク
ス
に
翌
月
支
払
い
の
表
記
を
し
て
保
管
し
、
そ
の
際
に
作
成
し
た
所
得
税
の
納
付
書
も
同
様
の
場
所

に
納
付
日
を
記
載
し
た
付
箋
を
貼
り
付
け
て
保
管
す
る
こ
と
で
、
担
当
外
の
職
員
で
あ
っ
て
も
対
応
で
き
る
体

制
と
し
た
。

　
⒄
　
志
津
川
自
然
の
家

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
暇
に
お
い
て
、
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
病
気
休
暇
に
つ
い
て
、
90日
満
了
以
降
は
休
職
と
す
べ
き
と
こ
ろ
、
錯
誤
に
よ
り

180日
ま
で
承
認
を
し
た
も
の
。
そ
れ
に
伴
い
、
本
来
は
支
給
さ
れ
な
い
12月

期
期
末
手
当
及
び
給
与
の
支

払
い
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
、
90日
満
了
以
降
も
さ
ら
に
90日
間
の
付
与
が
で
き
る
も
の
と
誤
認
し
、
病

気
休
暇
を
継
続
し
て
承
認
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
病
気
休
暇
の
終
期
に
つ
い
て
、
遅
く
と
も
30日
前
で
あ
る

令
和
３
年
12月
９
日
に
は
確
認
し
、
見
通
し
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
12月
23日
ま
で
確
認

を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
�　
令
和
３
年
10月
11日
以
降
の
服
務
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
休
職
の
遡
及
発
令
が
で
き
な
い
た
め
欠
勤
扱
い
と

し
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
決
裁
文
書
や
起
案
文
書
に
根
拠
法
令
な
ど
を
添
付
し
、
複
数
の
目
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
休

暇
取
得
に
つ
い
て
も
、
会
計
年
度
職
員
自
身
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
「
取
扱
要
綱
」
や
「
手
引
き
」
を
年
休
簿

に
綴
り
込
み
、
双
方
で
確
認
で
き
る
も
の
と
し
た
。

　
⒅
　
気
仙
沼
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
諸
手
当
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上

の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
再
任
用
職
員
の
令
和
３
年
１
２
月
期
末
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
２
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
　
　
288,638円

　
　
　
　
　
・
支
給
定
日
　
令
和
３
年
12月
10日

　
　
　
　
　
・
支
給
日
　
　
令
和
３
年
２
月
21日

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
期
末
勤
勉
手
当
の
デ
ー
タ
作
成
や
送
信
に
つ
い
て
は
、
評
価
や
そ
れ
に
基
づ
く
成
績
率
に
関
す
る
標
記
が
あ

る
た
め
、管
理
職
と
給
与
担
当
者
で
行
っ
て
い
た
。
令
和
３
年
12月
期
末
勤
勉
手
当
に
係
る
デ
ー
タ
送
信
の
際
、

再
任
用
職
員
の
勤
務
期
間
率
が
「
100」

の
と
こ
ろ
を
「
０
」
と
し
て
送
信
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
当
該
職
員

の
勤
勉
手
当
が
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
。
給
与
シ
ス
テ
ム
か
ら
入
力
確
認
表
を
出
力
し
、
勤
務
期
間
率
が
「
100」

と
な
っ
て
い
る
校
内
の
資
料
な
ど
と
一
緒
に
確
認
を
受
け
て
い
た
が
、
職
員
の
評
価
に
関
す
る
部
分
が
あ
る
た

め
事
務
室
全
体
で
の
内
容
確
認
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
数
値
の
不
一
致
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
支
給
し

て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
�　
期
末
勤
勉
手
当
支
給
後
、
給
与
担
当
と
は
別
の
職
員
が
雇
用
保
険
の
算
出
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
当
該
職

員
の
期
末
勤
勉
手
当
の
６
月
と
12月
の
支
給
額
に
大
き
な
差
が
あ
っ
た
た
め
、
疑
問
に
思
い
支
給
内
容
の
確
認

を
行
い
、
勤
勉
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
　
　
　
直
ち
に
追
給
処
理
を
行
い
、
２
月
給
与
支
給
日
に
支
給
し
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
給
与
シ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
入
力
と
送
信
ま
で
の
作
業
工
程
を
改
め
て
全
体
で
確
認
し
、
ど
の
段
階
で
チ
ェ
ッ

ク
を
す
れ
ば
誤
っ
た
送
信
等
を
防
げ
る
か
、
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
か
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
送
信
の
前
後

で
出
力
で
き
る
書
類
に
つ
い
て
は
出
力
し
、
可
能
な
限
り
事
務
室
全
体
で
入
力
の
漏
れ
や
誤
り
が
発
生
し
な
い

よ
う
に
確
認
す
る
こ
と
と
し
、
全
体
で
確
認
が
難
し
い
部
分
に
つ
い
て
は
担
当
者
が
説
明
を
補
足
し
な
が
ら
管

理
職
と
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
、
確
認
作
業
に
十
分
な
時
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
な
処
理
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
改
め
た
。

　
⒆
　
村
田
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
私
費
会
計
に
お
い
て
、
著
し
く
適
正
さ
を
欠
き
、
速
や
か
に
改
善
を
要
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今

後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）



第415号　令和５年６月27日　火曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　
　
�　
複
数
の
私
費
会
計
に
お
い
て
、
虚
偽
の
会
計
書
類
の
作
成
、
金
融
機
関
届
出
印
の
不
正
使
用
な
ど
、
私
的

流
用
及
び
関
係
書
類
の
不
適
正
管
理
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
期
間
　
　
　
　
　
　
　
令
和
２
年
５
月
か
ら
令
和
４
年
３
月
ま
で

　
　
　
　
　
・
私
的
流
用
　
　
　
　
　
件
数
５
件
　
金
額
　
2,525,512円

　
　
　
　
　
・
通
帳
の
不
適
正
管
理
　
４
件

　
　
　
　
※
�今
回
同
様
の
案
件
は
、
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
、
私
費
会
計
に
係
る

内
部
統
制
の
更
な
る
整
備
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
と
し
て
強
力
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
私
費
会
計
の
管
理
及
び
事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、
主
務
課
作
成
の
「
学
校
徴
収
金
取
扱
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
規

定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
学
校
組
織
と
し
て
規
定
内
容
の
共
通
理
解
が
不
十
分
で
あ
り
、
執
行
責
任

者
で
あ
る
校
長
が
定
期
的
な
会
計
帳
票
点
検
を
実
施
せ
ず
、
次
席
出
納
責
任
者
に
よ
る
精
算
確
認
の
指
示
を
し

て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
相
互
牽
制
が
機
能
せ
ず
不
正
な
事
務
処
理
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
な
い
状
況
と
な
っ

て
い
た
。

　
　
　
�　
ま
た
、
出
納
責
任
者
で
あ
る
事
務
室
長
が
担
当
す
る
会
計
で
は
、
金
融
機
関
届
出
印
を
不
正
に
使
用
で
き
る

環
境
で
あ
っ
た
た
め
、
複
数
件
の
私
的
流
用
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
�　
私
的
流
用
の
発
生
確
認
後
、
教
育
庁
総
務
課
へ
事
故
概
要
を
報
告
し
、
指
示
を
受
け
対
象
職
員
へ
の
聴
取
及

び
在
任
期
間
の
私
費
会
計
帳
票
の
再
点
検
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
発
生
確
認
時
に
は
、
流
用
額
は
ほ
ぼ
弁

済
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
後
、
職
員
か
ら
未
弁
済
金
の
弁
済
を
受
け
、
流
用
元
会
計
に
戻
し
入

れ
を
行
っ
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
管
理
職
は
、
学
校
徴
収
金
の
取
扱
い
に
お
け
る
業
務
内
容
を
理
解
し
、
情
報
共
有
を
図
り
な
が
ら
職
員
の
管

理
及
び
指
導
に
あ
た
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
職
員
会
議
で
校
長
か
ら
「
学
校
徴
収
金
取
扱
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
遵
守
の
徹
底
を
指
示
し
た
。
ま
た
、
会
計
事
務
の
適
正
化
に
向
け
次
の
こ
と
を
実
施
し
た
。

　
　
　
１
�　
金
融
機
関
届
出
印
の
管
理
及
び
使
用
は
、
正
副
執
行
責
任
者
が
行
う
こ
と
を
徹
底
し
、
事
務
室
長
が
使
用

で
き
な
い
環
境
と
し
た
。

　
　
　
２
�　
事
務
室
長
が
担
当
す
る
会
計
は
、
次
席
の
出
納
責
任
者
で
あ
る
事
務
次
長
に
よ
る
精
算
確
認
を
徹
底
し
、

相
互
牽
制
、
相
互
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
強
化
し
た
。

　
　
　
３
�　
執
行
責
任
者
及
び
出
納
責
任
者
は
、
通
帳
と
出
納
簿
、
会
計
帳
票
の
照
合
を
毎
月
行
い
、
複
数
人
に
よ
り

確
認
す
る
体
制
と
し
た
。

　
　
　
４
�　
一
時
的
に
現
金
を
金
庫
に
保
管
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
金
庫
内
現
金
管
理
簿
を
整
備
す
る
と
と
も

に
、
毎
日
金
庫
内
の
現
金
を
確
認
す
る
こ
と
を
徹
底
し
た
。

　
　
　
５
�　
「
学
校
徴
収
金
取
扱
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
遵
守
と
定
着
を
図
る
た
め
、
全
職
員
対
象
と
し
た
研
修
を
継
続
し

て
行
っ
て
い
く
。

　
　
　
※
�　
教
育
委
員
会
と
し
て
も
、
今
回
の
私
的
流
用
の
発
覚
を
受
け
、
臨
時
校
長
会
議
等
に
よ
り
、
全
県
立
学
校

に
対
し
、
執
行
責
任
者
等
が
自
ら
の
役
割
を
再
認
識
し
、
組
織
と
し
て
の
内
部
統
制
が
機
能
す
る
よ
う
、
学

校
徴
収
金
会
計
等
の
適
正
な
取
扱
と
管
理
の
徹
底
、
点
検
の
実
施
を
指
導
し
た
。
ま
た
、
平
成
31年
３
月
に

策
定
し
た
「
学
校
徴
収
金
取
扱
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
基
づ
い
た
適
正
な
取
扱
と
管
理
が
実
施
さ
れ
て
い
る
か
全

県
立
学
校
を
対
象
に
総
点
検
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
令
和
５
年
３
月
30日
付
け
で
学
校
徴
収

金
取
扱
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、私
的
流
用
根
絶
の
た
め
の
取
組
の
徹
底
に
つ
い
て
通
知
し
た
。

　
　
　
　
�　
今
後
、
校
長
、
教
頭
、
事
務
室
長
等
の
研
修
等
の
機
会
を
捉
え
、
管
理
職
の
会
計
事
務
に
課
さ
れ
た
責
務

の
再
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
定
期
的
な
全
校
総
点
検
の
実
施
及
び
実
地
指
導
等
の
強
化
等
、
教
育
委
員
会

と
学
校
が
一
丸
と
な
っ
て
学
校
徴
収
金
に
係
る
私
的
流
用
の
根
絶
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

　
⒇
　
泉
館
山
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
需
用
費
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上

の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
コ
ピ
ー
用
紙
購
入
代
金
に
つ
い
て
、支
払
遅
延
防
止
法
に
規
定
す
る
支
払
時
期
を
超
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
51,865円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
出
納
員
が
支
出
命
令
確
認
を
す
る
際
、
事
務
処
理
が
翌
日
に
渡
っ
た
た
め
、
一
時
保
管
場
所
に
収
納
し
た
が
、

収
納
場
所
が
死
角
と
な
り
、
気
付
く
の
が
遅
れ
２
か
月
遅
延
し
た
も
の
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
�　
支
出
命
令
の
未
確
認
が
判
明
し
た
時
点
で
、
相
手
方
に
事
情
を
説
明
し
、
直
ち
に
支
出
命
令
確
認
の
事
務
処

理
を
行
っ
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
　
発
生
要
因
、
再
発
防
止
策
に
つ
い
て
、
事
務
室
内
で
話
し
合
い
を
持
ち
、
共
有
を
図
っ
た
。

　
　
　
　
・
�業
務
の
繁
忙
期
に
な
る
と
書
類
の
散
逸
リ
ス
ク
等
が
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、
日
頃
か
ら
一
時
保
管
場
所
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の
固
定
化
、
整
理
整
頓
を
意
識
的
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
・
月
末
締
め
で
出
力
さ
れ
る
未
支
出
命
令
一
覧
表
を
供
覧
し
、
複
数
の
目
で
確
認
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
・
支
払
い
期
限
に
つ
い
て
警
告
が
で
る
よ
う
、
起
票
者
は
支
払
い
予
定
日
を
入
力
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
・
起
票
者
に
支
出
命
令
票
と
と
も
に
支
出
命
令
も
併
せ
て
返
戻
し
、
支
払
い
の
完
結
を
確
認
す
る
こ
と
。

　
�
　
名
取
支
援
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
給
料
及
び
諸
手
当
に
お
い
て
、
正
当
債
権
者
の
確
認
不
足
及
び
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発

し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
及
び
諸
手
当
に
つ
い
て
、
正
当
債
権
者
を
確
認
せ
ず
誤
っ
た
口
座
へ
支
給
し

た
こ
と
に
よ
り
、
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
　
　
70,189円

　
　
　
　
　
・
支
給
定
日
　
令
和
３
年
５
月
21日

　
　
　
　
　
・
支
給
日
　
　
令
和
３
年
５
月
27日

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
＜
発
生
原
因
＞

　
　
　
�　
担
当
者
が
正
当
債
権
者
と
同
姓
同
名
の
他
人
へ
支
払
手
続
き
を
行
っ
た
事
が
支
給
定
日
以
降
に
発
覚
し
、
そ

の
後
正
当
債
権
者
へ
の
支
給
手
続
き
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
支
払
遅
延
と
な
っ
た
。
併
せ
て
前
月
分
の
給
料
支
給

の
際
に
は
問
題
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
者
が
「
前
月
の
デ
ー
タ
を
複
写
し
て
処
理
を
し
て
い
る
も
の
」

と
思
い
こ
ん
で
い
た
こ
と
及
び
担
当
者
が
本
業
務
に
不
慣
れ
で
作
業
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
で
支
出
処
理
期
限

が
迫
り
、
チ
ェ
ッ
ク
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。

　
　
　
＜
処
理
内
容
＞

　
　
　
�　
発
覚
し
た
日
に
改
め
て
正
当
債
権
者
へ
支
給
手
続
き
を
と
り
、最
短
期
日
に
よ
り
早
急
に
支
給
し
た
。
ま
た
、

誤
っ
て
入
金
し
た
方
に
対
し
、
電
話
連
絡
に
よ
り
事
情
を
丁
寧
に
説
明
し
謝
罪
す
る
と
と
も
に
、
返
納
手
続
き

を
行
い
令
和
３
年
６
月
11日
に
収
納
を
確
認
し
た
。

　
　
　
＜
再
発
防
止
策
＞

　
　
　
�　
担
当
者
が
給
料
か
ら
控
除
す
る
社
会
保
険
料
等
の
算
出
に
不
慣
れ
だ
っ
た
こ
と
が
作
業
に
時
間
を
要
し
た
大

き
な
理
由
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
算
出
方
法
に
つ
い
て
担
当
職
員
を
含
め
事
務
職
員
全
体
で
研
修
し
、
共
通
理
解

を
図
っ
た
。
ま
た
、
職
員
ポ
ー
タ
ル
の
行
事
予
定
を
活
用
し
、
各
担
当
業
務
の
締
め
切
り
日
を
入
力
す
る
と
と

も
に
、
事
務
室
内
で
早
め
に
声
を
掛
け
合
う
な
ど
余
裕
を
持
っ
た
作
業
を
進
め
る
こ
と
を
徹
底
す
る
。

　
　
　
�　
ま
た
、
チ
ェ
ッ
ク
が
十
分
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
大
き
な
原
因
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
表
の
活

用
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
特
に
出
納
員
、
次
席
の
出
納
員
は
以
後
、
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
を
徹
底
し

て
い
く
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
1５号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
、
宮
城

県
知
事
か
ら
同
条
第
14項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公

表
す
る
。

　
　
令
和
５
年
６
月
27日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
髙
　
　
橋
　
　
伸
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
渡
　
　
辺
　
　
忠
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
令
和
５
年
３
月
24日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
５
月
31日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
団
体
名
　
阿
武
隈
急
行
株
式
会
社

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
　
期
末
に
お
い
て
、
債
務
超
過
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
引
き
続
き
運
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
同
社
が
運
行
す
る
阿
武
隈
急
行
線
の
沿
線
人
口
が
減
少
し
て
い
る
中
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
等
に
よ
り
利
用
者
が
激
減
す
る
な
ど
し
、
非
常
に
厳
し
い
経
営
環
境
に
お
か
れ
た
こ
と
か
ら
債
務
超
過
と

な
っ
て
い
る
。

　
　
　
�　
県
で
は
、
同
社
に
対
し
安
全
か
つ
安
定
的
な
運
行
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
い
な
が
ら
、
宮
城

県
側
の
利
用
促
進
を
図
る
た
め
沿
線
市
町
が
実
施
す
る
運
賃
・
定
期
助
成
等
の
利
用
促
進
策
に
対
す
る
補
助
を

行
っ
た
。

　
　
　
�　
ま
た
、
同
社
の
抜
本
的
な
経
営
改
善
を
図
り
、
赤
字
拡
大
を
抑
制
す
る
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る
た
め
、
阿

武
隈
急
行
線
沿
線
地
域
公
共
交
通
協
議
会
の
分
科
会
と
し
て
設
置
さ
れ
た
「
阿
武
隈
急
行
線
在
り
方
検
討
会
」

を
と
お
し
て
、
沿
線
自
治
体
と
連
携
し
、
同
社
の
増
収
策
や
輸
送
モ
ー
ド
の
合
理
化
、
経
常
経
費
の
妥
当
性
そ



第415号　令和５年６月27日　火曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報

雑

報

〇
宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　
令
和
五
年
六
月
二
十
七
日

�

宮
城
県
知
事
　
　
村
　
　
井
　
　
嘉
　
　
浩
　
　
　

　
宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

　
　
令
和
五
年
六
月
二
十
七
日

�

宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

理
事
長
　
　
若
　
　
生
　
　
裕
　
　
俊
　
　
　

の
他
経
営
改
善
に
資
す
る
取
組
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
適
切
に
指
導
・
助
言
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
⑵
　
団
体
名
　
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
　
期
末
に
お
い
て
、
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
引
き
続
き
運
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
で
は
、
業
務
運
営
の
改
善
や
効
率
化
を
推
進
し
、
業
務
運
営
体
制
の
強
化
を
図
る
と

と
も
に
、
収
支
改
善
の
た
め
、
収
益
の
増
加
及
び
経
費
の
節
減
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
　
　
�　
近
年
で
は
、
集
中
治
療
室
（
Ｉ
Ｃ
Ｕ
）
の
増
床
や
診
療
単
価
の
増
額
な
ど
に
よ
り
利
益
を
計
上
し
て
お
り
、

平
成
30年
度
か
ら
令
和
３
年
度
に
か
け
て
繰
越
欠
損
金
を
約
６
億
８
千
５
百
万
円
縮
減
し
た
。

　
　
　
�　
県
と
し
て
は
、
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
の
中
期
目
標
と
し
て
、
業
務
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
目

標
や
財
務
内
容
に
関
す
る
目
標
を
示
し
て
お
り
、
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
が
策
定
し
た
中
期
計
画
（
経
常
収
支

比
率
毎
年
度
100％

以
上
）
の
達
成
に
向
け
て
、
引
き
続
き
経
営
改
善
に
努
め
る
よ
う
助
言
を
行
っ
て
い
く
。

　
⑶
　
団
体
名
　
公
益
財
団
法
人
み
や
ぎ
林
業
活
性
化
基
金

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
　
現
金
預
金
に
お
い
て
、
残
高
が
一
致
し
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
本
件
は
、
貸
借
対
照
表
の
現
金
預
金
及
び
財
産
目
録
の
預
金
の
計
上
額
よ
り
も
、
残
高
証
明
書
等
の
金
額
が

１
円
大
き
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
�　
こ
の
１
円
は
、
令
和
３
年
３
月
24日
以
降
入
出
金
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
預
金
口
座
に
令
和
３
年
８
月
14日

に
発
生
し
た
利
息
で
あ
っ
た
が
、
令
和
３
年
度
末
に
残
高
を
確
認
し
な
か
っ
た
た
め
、
令
和
４
年
７
月
14日
の

預
金
口
座
解
約
時
に
判
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
�　
上
記
解
約
に
よ
り
、
現
在
、
団
体
が
保
有
し
て
い
る
預
金
口
座
は
１
件
の
み
と
な
っ
た
た
め
、
同
様
の
事
案

は
発
生
し
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
今
後
は
、
団
体
が
決
算
整
理
に
使
用
し
て
い
る
独
自

の
明
細
表
に
、
口
座
管
理
状
況
の
チ
ェ
ッ
ク
欄
を
設
け
、
適
切
な
管
理
を
徹
底
す
る
よ
う
指
導
し
た
。

　
⑷
　
団
体
名
　
仙
台
空
港
鉄
道
株
式
会
社

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
　
期
末
に
お
い
て
、
債
務
超
過
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
引
き
続
き
運
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
鉄
道
会
社
の
経
営
改
善
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
鉄
道
施
設
の
上
下
分
離
（
Ｈ
23）
や
県
か
ら
の
借
入
金
金

利
及
び
元
本
償
還
期
間
の
見
直
し
（
Ｈ
27）
な
ど
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
仙
台
国
際
空
港
株
式
会
社
、

Ｊ
Ｒ
東
日
本
等
の
関
係
機
関
に
よ
る
意
見
交
換
を
通
じ
て
、
鉄
道
利
用
者
の
利
便
性
向
上
を
図
り
、
利
用
者
の

増
加
に
繋
げ
る
な
ど
、
経
営
の
安
定
化
に
向
け
た
支
援
を
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
平
成
30年
度
、
令

和
元
年
度
と
２
期
連
続
の
黒
字
を
達
成
し
、
課
題
で
あ
っ
た
債
務
超
過
の
解
消
も
視
野
に
入
っ
て
い
た
。

　
　
　
�　
し
か
し
な
が
ら
、
令
和
元
年
度
末
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
的
に
ま
ん
延
し
た
こ
と
に
伴
い
、
航

空
需
要
や
観
光
需
要
が
大
幅
に
減
少
し
、
仙
台
空
港
の
利
用
者
が
大
き
く
減
少
す
る
状
況
と
な
り
、
順
調
に
推

移
し
て
い
た
仙
台
空
港
ア
ク
セ
ス
線
の
乗
降
者
数
も
一
転
し
て
大
幅
に
減
少
し
、
経
営
環
境
が
極
め
て
悪
化
し

た
。

　
　
　
�　
そ
の
よ
う
な
中
、
県
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
運
行
体
制
を
維
持
し
続
け
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
経
営

支
援
や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
設
備
導
入
等
の
取
組
に
要
す
る
経
費
の
補
助
を
行
う
こ
と
と
し
、
令
和
４
年
度
に

３
億
円
を
仙
台
空
港
鉄
道
株
式
会
社
へ
交
付
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に

よ
り
経
営
が
悪
化
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
県
は
、
鉄
道
会
社
に
対
し
１
年
前
倒
し
で
中
期
経
営
計
画
を
見

直
す
よ
う
促
し
、
令
和
５
年
２
月
に
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。

　
　
　
�　
鉄
道
利
用
者
の
約
半
数
は
空
港
旅
客
で
あ
り
、
空
港
旅
客
の
増
加
が
収
益
の
改
善
に
直
結
す
る
こ
と
か
ら
、

県
と
し
て
は
、
仙
台
国
際
空
港
株
式
会
社
や
地
元
自
治
体
・
経
済
界
と
連
携
し
、
時
機
を
逸
す
る
こ
と
な
く
、

国
際
線
の
再
開
等
、
航
空
需
要
の
回
復
に
向
け
た
施
策
を
展
開
し
、
仙
台
空
港
の
利
用
促
進
に
取
り
組
ん
で
い

く
。
ま
た
、
見
直
さ
れ
た
中
期
経
営
計
画
を
踏
ま
え
て
、
県
の
「
仙
台
空
港
鉄
道
株
式
会
社
経
営
健
全
化
方
針
」

を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
運
賃
改
定
に
向
け
た
取
り
組
み
や
運
輸
外
収
入
の
増
収
等
、
中
期
経
営
計
画
の
確
実

な
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う
指
導
・
助
言
を
行
っ
て
い
く
。



（13）　令和５年６月27日　火曜日 第415号宮　　城　　県　　公　　報

宮城県市町村職員共済組合令和４年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

市 町 村 一部事務組合等 合　　計
13 20 1 18 52

２　組合員数及び標準報酬の月額は、次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一　般 短　期 市町村長 特定消防 長　期 後期高齢者等
短　　期 市町村長長期 船員一般 船員短期 任意継続 合　計

組 合 員 数 （人） 16,951 6,692 32 1,837 2 23 2 10 4 262 25,815

標 準 報 酬 の 月 額
� （千円）

長期 6,105,392 20,680 674,220 990 1,300 4,150 6,806,732

短期 6,378,962 1,052,160 27,150 674,220 1,730 2,942 1,630 4,150 770 85,222 8,228,936

１人当たり標準報酬の月額
� （円）

長期 360,179 646,250 367,022 495,000 650,000 415,000 361,407

短期 376,318 157,227 848,438 367,022 865,000 127,913 815,000 415,000 192,500 325,275 318,766

３　組合職員の数は、次のとおりである。� （単位：人）

経　理　単　位 業　務 保　健 宿　泊 貯　金 貸　付 物　資 計
人　　員 20 3 27 2 1 1 54

４　各経理単位別収支状況は、次のとおりである。� （単位：千円）

区　　　　　分 短　期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 退職等年金
預託金管理

経過的長期
預託金管理 業　務 保　健 宿　泊 貯　金 貸　付 物　資

（収　　　入）

負担金 6,005,066 14,875,353 782,868 103,487 213,269 187,254

掛金・保険料 6,092,005 9,521,686 782,858 184,009

施設収入・商品売上 296,140

連合会交付金 333 88,547 168

利息及び配当金 9,701 10,776 5,533 1,203 2,804 4,984 678,176 21,917

その他収入 655,385 496 13,315 4,890 150,048 27 11,157

他経理からの繰入金 38,911 69,000

前年度繰越支払準備金 794,629

計 13,557,119 24,397,039 1,565,726 103,487 10,776 5,533 342,426 387,382 375,014 828,224 22,112 11,157

（支　　　出）

給付金 6,120,038

負担金払込金 14,875,353 782,868 103,487

掛金・保険料払込金 9,521,686 782,858

役職員給与 155,045 26,036 127,702 16,239 7,603 4,105

特定健康診査等費 21,591

旅費・事務費 12,725 3,048 1,404 1,897 609 170

商品仕入 8,230

飲食材料費 56,336

委託費 6,519 7,394 14,198

支払利息 10,776 5,533 499,982 10,775 3,416

退職者給付拠出金

前期高齢者納付金 1,795,482

後期高齢者支援金 2,449,769

病床転換支援金 7

介護納付金 1,310,994

連合会払込金 150,157

連合会拠出金 564,430

他経理へ繰入金 38,911 69,000

その他支出 6,371 167,729 290,855 159,260 3,504 1,512 2,661

次年度繰越支払準備金 932,145

計 13,368,304 24,397,039 1,565,726 103,487 10,776 5,533 342,018 417,924 367,130 521,622 20,499 10,352

差引当期利益金 188,815 408 7,884 306,602 1,613 805

差引当期損失金 30,542

年度末支払準備金 932,145

年度末資本剰余金 40,923 19,404 1,515,074 9,673

年度末利益剰余金 3,199,345 370,435 983,347 105,086 4,017,368 643,677 179,841



第415号　令和５年６月27日　火曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報
�

〇
仙
台
市
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　
令
和
五
年
六
月
二
十
七
日

�

宮
城
県
知
事
　
　
村
　
　
井
　
　
嘉
　
　
浩
　
　
　

　
仙
台
市
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

　
　
令
和
五
年
六
月
二
十
七
日

�

仙
台
市
職
員
共
済
組
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

理
事
長
　
　
藤
　
　
本
　
　
　
　
　
章
　
　
　



（15）　令和５年６月27日　火曜日 第415号宮　　城　　県　　公　　報

仙台市職員共済組合令和４年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

市 合　　計
1 1

２　組合員数及び標準報酬の月額は、次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一　般 短　期 市　長 特定消防 後期高齢者等短期 継続長期 任意継続 合　計
組 合 員 数 （人） 8,495 4,332 1 1,013 6 0 91 13,938

標準報酬の月額
（千円）

長期 3,682,550 650 459,790 0 4,142,990
短期 3,749,000 821,062 1,330 459,910 1,050 33,762 5,066,114

１人当たり
標準報酬の月額（円）

長期 433,496 650,000 453,889 － 435,691
短期 441,318 189,534 1,330,000 454,008 175,000 371,011 363,475

３　組合職員の数は、次のとおりである。
（単位：人）

経　理　単　位 業　務 貸　付 合　計
人　　　　　員 7 1 8

４　各経理単位別収支状況は、次のとおりである。
� （単位：千円）

区　　　　　分 短　期 厚生年金
保　険 退職等年金 経過的長期 退職等年金�

預託金管理 業　務 保　健 貯　金 貸　付

（収　　　入）

負担金 3,216,323 8,963,067 469,107 60,668 40,167 104,377

掛金・保険料 3,243,744 5,721,856 469,082 102,736

利息及び配当金 130,008 9,548

その他収入 462,749 48,979 2 286

他経理からの繰入金 13,723

前年度繰越支払準備金 441,859

計 7,364,675 14,684,923 938,189 60,668 0 102,869 207,115 130,008 9,834

（支　　　出）

給付金 3,339,982

役職員給与 44,598 686 1,965 7,343

旅費・事務費 9,406 226 112 730

委託費 5,729 4,515 268 256

支払利息 80,878

連合会払込金 89,081 14,684,923 938,189 60,668

連合会拠出金 335,084

退職者給付拠出金 40

前期高齢者納付金 299,651

後期高齢者支援金 1,425,047

病床転換支援金 3

介護納付金 780,647

他経理へ繰入金 13,723

その他支出 2,490 50,289 191,041 1,026 1,923

次年度繰越支払準備金 490,554

計 6,776,302 14,684,923 938,189 60,668 0 110,022 196,468 84,249 10,252

差引当期利益金 588,373 △ 7,153 10,647 45,759 △ 418

年度末支払準備金 490,554

年度末資本剰余金

年度末利益剰余金 2,237,913 48,684 488,068 588,421 1,179,479


